


※「契約解除通知書」の書き方など詳しいことは、お近くの消費生活センターにご相談ください。

通信販売はテレビや雑誌の広告やチラシなどを見て
自分から注文するため、クーリング・オフはできません。

クーリング・オフはできませんが、返品については記載されている
返品ルールに従います。記載がなければ、商品が届いてから8日
以内は送料負担で返品できます。

※ただし、注文時に別の商品等を紹介され、契約してしまった場合は
　その商品等についてはクーリング・オフの対象となります。　

万が一紛失した時に悪用される恐れがあるので、暗証番号を
メモする際は、キャッシュカードとは別に保管しましょう。

一つの暗証番号を使い回しせず、誕生日や電話番号など
見破られやすい数字は使わないようにしましょう。

不意の電話や訪問による強引な勧誘で契約した場合、
一定期間であれば契約を解除(クーリング・オフ)できます。

地域の事業者数社から見積もりを取るなどして、工事の必要性や
相場価格を確認し、その場で契約しないようにしましょう。

答2

答3

答1

訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入(買い取り)
継続的なサービス提供(エステ、美容医療、学習塾など)

マルチ販売、副業のための講習料・登録料など

店舗での購入、通信販売、自動車販売など

できる
クーリング・オフ

できない

※書類の不備などがあった場合は、下記の期間を経過していても
　クーリング・オフの対象となります。

突然の電話や訪問などで、内容を理解しないまま契約した場合に
一定期間内であれば契約を無条件で解除できる制度です。

8日間

20日間

前ページのクイズの答えと解説

クーリング・オフ制度とは





「消費者市民社会」とは…
消費者ひとりひとりが買い物をする時に、お店のこと、商品を作った
企業、生産者、自然環境、海外の人々や、将来世代のことを考えて
商品やサービスを選び、持続可能な社会の形成に積極的に参画する
社会のことをいいます。

エシカル（倫理的な）商品とは…
エシカル商品を選ぶ際のめやすとして、エコマーク、
有機ＪＡＳマーク、国際フェアトレード認証、
ＭＳＣ（海のエコラベル）などの認証マークがあります。

※2

※2

※3

※3

買い物でできること　例えば…

あなたの買い物が　「消費者市民社会」を作ります

「てまえどり」や、少量パックなど食品ロスを減らす商品を選ぶ
被災地や地元で作られたものを買って「応援消費」する
環境・人・社会にやさしいエシカル商品を選ぶ
商品やサービスに不具合があったら、消費生活センターや
企業のお客様相談室に相談する 

い

し

か

わ

いりません！断るときははっきりと！

知らない電話番号は無視しよう！
　　　　　　　　
確認しよう！契約前にしっかりと！

渡さない！個人情報は大切に！

石川県の「消費者市民社会」シンボルマーク

被害にあわないために気をつけよう

この事業は、石川県の委託を受け、適格消費者団体認定NPO法人  消費者支援ネットワークいしかわが企画・実施しています。このリーフレットは、石川県の委託を受け、適格消費者団体認定NPO法人 消費者支援ネットワークいしかわが企画・編集しています。
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